
 

様式第２号(第７条関係) 

会議の開催結果 

１ 会議の名称 令和４年度第２回さいたま市史編さん審議会 

２ 会議の開催日時 
令和５年３月２０日（月） 

午前 10 時 00 分～午前 11 時 00 分 

３ 会議の開催場所 
さいたま市北区日進町２－１８６４－１０ 

ＪＳ日進３階 304 会議室 

４ 出席者名 

老川 慶喜会長、重田 正夫委員、青木 義脩委員、

栗田 尚弥委員、秋元 千代子委員、山﨑 憲人委員、

黒金 英明委員、関根 正昌委員、鈴木 英善委員、

藤川 奈美子委員  他 事務局職員 

５ 欠席者名 － 

６ 議題及び公開又は非公開

の別 

（議題） 

（１）令和５年度予算及び事業計画について 

（２）『さいたま市史民俗編Ⅲ』の刊行年度について 

（３）調査員補助の設置について 

（４）さいたま市史編さん事業計画の改訂について 

（公開又は非公開の別） 

 公開 

７ 非公開の理由  

８ 傍聴者の数 ０人 

９ 審議した内容 

（１）令和５年度予算及び事業計画について 

（２）『さいたま市史民俗編Ⅲ』の刊行年度について 

（３）調査員補助の設置について 

（４）さいたま市史編さん事業計画の改訂について 

（５）その他（次回の審議会開催日程について等） 

10 問合せ先 

総務局総務部アーカイブズセンター 

電話番号 ０４８－８７１－５８２１ 

Ｆ Ａ Ｘ ０４８－８７１－５８２９ 

11 その他  

 



令和４年度第２回 

さいたま市史編さん審議会 次第 
日時：令和５年３月２０日（月）１０時から 

会場：さいたま市アーカイブズセンター会議室 

 

１ 開会 

２ 会長ご挨拶 

３ 議題 

 ⑴ 令和５年度予算及び事業計画について（資料１） 

 ⑵ 『さいたま市史民俗編Ⅲ』の刊行年度について（資料２） 

⑶ 調査員補助の設置について（資料３） 

 ⑷ さいたま市史編さん事業計画の改訂について（資料４） 

５ 事務連絡 

６ 閉会 



資料１ 

令和５年度予算及び事業計画 
 
１ 事業の目的・内容 
 本市の歴史的変遷の過程を記録し未来へ継承するため、「さいたま市史」を編さんします。 
 また、歴史資料を収集し、適切に整理・保存するとともに市民共有の知的資源として活用
を図ります。 
 
２ 主な事業と予算額 
 ⑴ さいたま市史編さん審議会の運営 ２１９千円（前年度３６１千円） 
  市史編さんに関し必要な事項を調査審議するため、学識経験者等で組織する審議会を

運営します。 
  ・主な予算：審議会委員報酬 
  ・主な事業：審議会の運営 
 ⑵ さいたま市史編さん専門部会の運営 １５，８７２千円（前年度１５，５９９千円） 
  時代や分野別に調査・研究・執筆等を行うため、学識経験者等で組織する専門部会を運

営します。 
  ・主な予算：専門部会委員及び調査員報酬等 
  ・主な事業：専門部会の運営 
 ⑶ 歴史資料の収集・保存・活用など ４０，６２９千円（前年度３４，３６０千円） 
  本市に関する古文書や行政文書、写真、刊行物等を収集し、適切に整理・保存します。

また、歴史資料に関する問い合わせや閲覧等の利用申請に対応します。 
  ・主な予算：民間保管庫保管委託料 
        歴史資料のデジタル化 
        施設賃借料（ＪＳ日進） 
  ・主な事業：歴史的行政文書の収集・整理・保存 
        ホームページの運営（情報発信と歴史資料の公開） 
        歴史資料の利用及び問い合わせへの対応 
        歴史資料のデジタル化（写真、地図、旧役場文書、視聴覚資料等） 
 ⑷ 市史等の刊行 １，１７１千円（前年度８，１５１千円） 

市史編さん過程の研究成果をまとめた「さいたま市アーカイブズセンター紀要」を刊行
します。 

  ・主な予算：「さいたま市アーカイブズセンター紀要」のデザイン・印刷等委託料 
  ・主な事業：「さいたま市アーカイブズセンター紀要」の刊行 
 

合計５７，８９１千円（前年度５８，４７１千円） 



資料２ 

『さいたま市史民俗編Ⅲ』の刊行年度について 
 
１ これまでの経緯 

 ⑴ 当初の予定 

『市史・民俗編』については３分冊し、下表のとおり刊行する予定でした。 
 令和３年度 令和５年度 令和 7 年度 
市史 民俗編Ⅰ 民俗編Ⅱ 民俗編Ⅲ 

 
 ⑵ 『民俗編Ⅱ』の刊行延期 

令和 5 年度刊行予定の『民俗編Ⅱ』については、次の理由で刊行年度を令和７年度へ延
期しました（審議会、連絡調整会議とも了承済）。 

・コロナ禍で調査対象者から聞き取り調査を断られている。 
・コロナ禍で民俗芸能を行うイベント等が中止となっている。 
・調査ができないと、研究、執筆ができない。 

 
 ⑶ 連絡調整会議における『民俗編Ⅲ』の協議 

令和４年５月１５日の連絡調整会議で、次の点を協議しました。 
・扱う内容を「農具」、「人形」、「市と職人」の３つに限定すること。 
・市史ではなくブックレットとして刊行すること。 
・令和１０年度、１２年度、１４年度に１冊ずつ刊行すること。 

 令和４年７月２７日の連絡調整会議で、次の点を協議しました。 
  ・刊行媒体は、ブックレットではなく、市史資料の「調査報告書」とすること。 
  ・「農具」、「人形」、「市と職人」の３冊を刊行すること。 
  ・刊行年度は、令和９年度、１０年度、１３年度とすること。 
  ・「交通交易」や「人の一生」などは、『紀要』にて刊行すること。 
 
 ⑷ 連絡調整会議の協議結果 

上記⑶の連絡調整会議の協議結果として、継続協議とすること、引き続き民俗部会と事
務局とで検討することとなりました。 

 
２ 民俗部会と事務局の検討 

⑴ 検討事項 
 上記１の協議結果を受け、次の３点を検討しました。 

  ・『市史・民俗編Ⅲ』を１冊の市史として刊行すること。 
・『市史・民俗編Ⅲ』の調査から執筆までの期間を考慮し、適切な刊行年度を決めるこ



資料２ 

と。 
  ・『市史・民俗編Ⅲ』の構成を検討すること。 
 
 ⑵ 検討結果 
  検討結果は、次のとおりです。 
  ・『市史・民俗編Ⅲ』を、市史として令和１１年度に刊行すること。※これに伴い、他

の専門部会の市史の刊行年度が変更となります（この件は下記 3 で扱います）。 
  ・『市史・民俗編Ⅲ』の構成は、「生産生業（農業と農具、市と職人、人形）」「交通と交

易」「人の一生」とすること。 
  ・『市史・民俗編Ⅲ』の詳細な構成は、引き続き検討すること。 
 
３ 今後の刊行計画 

刊行年度 当初 変更案 当初からの 
変更内容 

3 年度 民俗編Ⅰ 民俗編Ⅰ  
4 年度 原始・古代Ⅰ 原始・古代Ⅰ  
5 年度 民俗編Ⅱ  7 年度へ延期 
6 年度 原始・古代Ⅱ 原始・古代Ⅱ  
7 年度 民俗編Ⅲ 民俗編Ⅱ 11 年度へ延期 
8 年度 原始・古代Ⅲ 原始・古代Ⅲ  
9 年度 中世Ⅰ 中世Ⅰ  
10 年度 近世Ⅰ 近世Ⅰ  
11 年度 中世Ⅱ 民俗編Ⅲ 12 年度へ延期 
12 年度 近世Ⅱ 中世Ⅱ 13 年度へ延期 
13 年度 近代Ⅰ 近世Ⅱ 14 年度へ延期 
14 年度 近世Ⅲ 近代Ⅰ 15 年度へ延期 
15 年度 現代Ⅰ 近世Ⅲ 16 年度へ延期 
16 年度 近世・特別編（絵図） 現代Ⅰ 17 年度へ延期 
17 年度 近代Ⅱ 近世・特別編（絵図） 18 年度へ延期 
18 年度 現代Ⅱ 近代Ⅱ 19 年度へ延期 
19 年度 近現代・特別編 現代Ⅱ 20 年度へ延期 
20 年度  近現代・特別編  

 



資料３ 

調査員補助の設置について 
 
１ 目的 
 部会長、専門委員、調査員の指示に従い、写真撮影や資料の整理等を行う。 
 ※比較的単純かつ網羅的な作業を行う。 
 
２ 対象 
 部会長が推薦する者（大学院生や学部学生） 
 
３ 任期 
 当該年度の３月３１日まで（再任を妨げない） 
 
４ 報償費 
 １時間１，３００円（交通費等の雑費込み） 
 ※活動整理簿の提出に基づき支給 
 
５ 活動場所 
 アーカイブズセンター会議室 外 
 
６ 運用開始 
 令和５年４月１日から 



資料４ 
 

 
 

 

 

 

 

 

第３期さいたま市史編さん事業計画 
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１ 事業計画策定の目的と期間 

 

  さいたま市史編さん事業計画は、「さいたま市史編さん基本方針（平成２５

年１２月策定、以下、「基本方針」という。）に基づき、中期計画として策定さ

れた「第２期さいたま市史編さん基本計画」（令和３年３月策定、以下、「第２

期基本計画」という。）に掲げる達成すべき目標の実現に向けて、市史編さん

事業の短期計画として事業目標を掲げ、具体的な取り組み内容を明らかにす

るものです。 

  第３期の計画期間は、令和３年度から令和５年度までの３年間とし、以降に

おける事業目標及び取り組み内容については、次期（第４期）事業計画の策定

において明らかにしてまいります。 

 

 

２ 事業目標 

 

第２期基本計画に基づき、本計画期間（令和３年度から令和５年度）に取り

組むべき事項として、次の事業目標を掲げます。 

 

基本計画 目標１ 「さいたま市への関心と愛着」を育む市史編さん事業の推進 

 

（１）市史等の刊行 

さいたま市を一つの地域とした視点と学術的成果を踏まえ、地域の歴史や特

性を明らかにし、市民の目線に立った分かりやすく読みやすい市史を刊行しま

す。 

〇別編 民俗編１及び２の刊行 

○通史編（原始・古代）１の刊行 

〇アーカイブズセンター紀要の刊行 

 

（２） 講演会等の開催 

市史の研究成果を踏まえ、講演会等を開催します。 

〇講演会等の開催 

 

（３） レファレンスの迅速化 

市民等からの問い合わせについては地域の歴史から歴史資料そのものへの

問い合わせなど幅広い。こうした問い合わせについて調査・回答した結果を一

覧化することで、より早く適切な対応を可能とします。 

〇回答集の作成・一覧化 
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基本計画 目標２ 歴史資料の次世代への継承と活用（公文書館機能の整備） 

 

（１） 歴史資料（歴史行政文書を除く）の収集・整理・保存・活用 

   後世に貴重な歴史資料を継承するため、収集・整理・保存を行うとともに、

市史刊行事業等に活用します。 

〇歴史資料の収集・整理・保存の推進 

〇必要に応じて民間団体、企業等が発行する記念誌、広報誌、雑誌等の歴

史的価値ある刊行物を収集・整理・保存し、市史刊行事業や市民等への

閲覧・公開のために活用 

 

（２） 歴史行政文書の収集基準と整理・保存・活用方法の確立 

   保存期間が満了した行政文書(公文書)の中から歴史的・文化的価値を有す

るもの（以下、「歴史行政文書」という。）を収集・整理・保存していますが、

市史刊行事業や市民等への閲覧・公開のため収集基準や整理・保存・活用方

法を確立します。 

〇歴史行政文書の収集基準の見直し、改定 

〇収集された歴史行政文書の整理・保存・活用方法の確立 

 

（３） 公文書館機能の整備に向けた歴史資料の整理・保存・活用方法の構築 

歴史資料は諸家文書、行政文書、行政資料（市等の刊行物）、新聞資料（新

聞記事）、電磁的記録、マイクロフィルム、写真ネガ・紙焼き等様々な媒体と

その発行主体や所有形態並びに史料自体の形態等が異なっています。そのため、

公文書館機能の整備に向けた市民等への閲覧・公開を前提として適切な整理・

保存方法の構築を目指します。 

〇諸家文書の活用に向けた整理・保存方法の構築 

〇行政資料の整理・活用方法の構築 

〇マイクロフィルムのデジタル化の推進 

〇写真資料の整理・保存方法の構築 

 

（４） 歴史資料の保存スペースの確保 

  歴史資料の史料的価値（稀少性）、材質、形態、分量などに応じた適切な保

存方法について検討し、必要に応じて新たな保存設備の確保に努めてまいり

ます。 

〇民間文書保管庫(施設)の活用 

〇市有施設での適切な管理・保存方法についての検討 
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（５） 歴史資料のデジタル化 

  特に歴史的価値が高い歴史資料から優先的にデジタル化を進め、市史編さ

ん事業や市民等への情報提供に活用します。 

〇デジタル化する歴史資料の選定と優先順位付け 

〇旧市史刊行物のデジタル化の推進 

〇市史通史編への活用 

 

（６） 市民等への情報提供に向けた公開・閲覧体制の構築 

公開・閲覧開始の準備段階として、体制の在り方を検討します。 

〇公開・閲覧体制の検討 

 

 

 

基本計画 目標３ 情報技術の活用による情報発信 

 

（１） アーカイブズセンターギャラリーの充実 

アーカイブズセンターが所有する写真等をデジタル化し、ホームページ上で

引き続き公開するとともに、コンテンツを増やします。 

〇写真等の所有権等の整理 

〇コンテンツの充実 

 

（２） 歴史資料のデジタルアーカイブの構築 

市民等に対して歴史資料を何時でもどこにいても簡単に閲覧できるように

デジタル化による情報提供のための整備を行います。 

〇旧市史刊行物及び歴史資料の公開に向けての課題整理 

 

（３） 情報技術の活用方法の構築 

情報技術の進展は著しいため、市民等への最適な情報提供方法について検討

してまいります。 

〇情報技術による歴史資料の活用方法の検討 
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基本計画 目標４ 推進体制の充実 

 

（１） 専門部会の体制の充実 

市史通史編の刊行が本格化する中で、専門部会の調査・分析・執筆にかかわ

る事業量が多くなっていることから、必要に応じて専門委員・調査員等を補充

します。 

〇専門部会の人員体制の拡充 

 

（２） 監修者の設置 

  市史通史編の刊行に向けて監修者を置き、市史全体の構成や編集の在り方、

あるいは個別の巻の編集・校正を着実に行います。 

〇監修者の設置 

 

（３） （仮称）アーカイブズ部会の設置 

市史刊行事業については、専門部会である原始・古代部会、中世部会、近世

部会、近代部会、現代部会、民俗部会、自然部会がそれぞれ調査・分析・執筆

活動を担っていますが、歴史資料の収集・整理・保存・活用と公文書館機能の

整備等についてはこれまで専門部会がありませんでした。そこで、新たに（仮

称）アーカイブズ部会を置き、これらの事業を推進してまいります。 

〇（仮称）アーカイブズ部会の設置 

〇歴史資料の公開・閲覧に向けた資料整理・保存等の在り方の検討 

〇行政文書の収集基準の見直し、改正 

 

（４） 編集・校正体制の強化 

市民等に分かりやすく親しみやすい市史となるよう編集・校正作業を正確に

行うための体制を整備します。 

〇事務局内の校正体制の強化 
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３ 年度別事業概要 

 

令和３年度 ・別編 民俗編１（神社の信仰・寺の信仰・講）の刊行 

・アーカイブズセンター紀要第６号の刊行 

・歴史資料の収集・整理・保存・活用 

・歴史行政文書の収集基準と整理・保存・活用方法の確立 

・歴史資料のデジタル化の推進 

・監修者の設置 

・（仮称）アーカイブズ部会の設置 

令和４年度 ・通史編 原始・古代１（旧石器・縄文）の刊行 

・アーカイブズセンター紀要第７号の刊行 

・歴史資料の収集・整理・保存・活用 

・歴史行政文書の収集基準と整理・保存・活用方法の確立 

・歴史資料のデジタル化の推進 

令和５年度 ・別編 民俗編２（年中行事・祭り・民俗芸能等）の刊行 

・アーカイブズセンター紀要第８号の刊行 

・歴史資料の収集・整理・保存・活用 

・歴史行政文書の収集基準と整理・保存・活用方法の確立 

・歴史資料のデジタル化の推進 

 

 

４ 事業計画の進行管理 

 

事業計画の策定にあたっては、市史編さん審議会の承認を得るとともに、専

門部会、連絡調整会議において達成目標の進捗状況を定期的に把握し、検証し

ます。また、次期事業計画の策定に関しては、市史編さん状況や社会経済情勢

の変化に対応した見直しを行うものとし、年次別刊行計画についても必要に応

じた見直しを図り、市史編さん事業が円滑に推進できるよう進行管理を行いま

す。 

 


